
都市機能・新庁舎建設特別委員会 

 

日時：平成 27年 8月 18日午前 10時から 

場所：議会第 1委員会室 

 

 

（報告事項） 

1.川口市新庁舎建設基本計画（案）について 

 

（1）経緯 

新庁舎の建設地については、平成２５年１２月議会において「現本庁舎敷地並

びに現市民会館及び同事務棟敷地」に決定したことを受け、平成２６年６月２

５日に、15名の委員で構成される「川口市新庁舎建設基本構想・基本計画審議

会」を設置した。同審議会においては、これまで 10回の審議会を開催し、新庁

舎建設に係る基本理念等について審議が行われた。 

 基本構想については、平成２７年２月６日に答申がなされ、基本計画につい

ては、７月３０日に開催された第 10回審議会において、本年６月１５日から７

月１４日まで募集したパブリックコメントの結果を反映した成案が完成したと

ころである。 

 

≪これまでの経緯≫ 

平成 25年 12月 建設地決定 

平成 26年 6月 川口市新庁舎建設基本構想・基本計画審議会設置 

平成 27年 2月 川口市新庁舎建設基本構想答申 

平成 27年 6月～7月川口市新庁舎建設基本計画に係るパブリックコメント実施 

平成 27年 8月 川口市新庁舎建設基本計画答申（予定） 

 

 

 

（2）第１０回 川口市新庁舎建設基本構想・基本計画審議会の主な議事内容 

 

平成２７年７月３０日、午後３時から、市役所第 2庁舎地階会議室において、

委員（15名）全員が出席し開催された。 

 

＜川口市新庁舎建設基本計画（案）について＞ 

○パブリックコメントの結果及び、これを受けて修正を行った基本計画（案）

について、事務局より説明を行った。 

○修正点を含む新庁舎建設基本計画（案）を成案とすることについて、会長を

けじめ全委員にご了解を頂いた。 

～ ８月１９日に、会長・副会長から市長に答申される予定である。 

 



＜審議終了による委員の感想について＞ 

○本日、了承された新庁舎建設基本計画（案）をもとに今後、素晴らしい新庁

舎の整備が実現することに大いに期待するとの感想が寄せられた。 

 

 

 

２ 川口市保健所設置基本計画（案）について 

 

（１） 川口市保健所設置基本計画（案）の概要 

 

 本市では、平成２６年３月議会において、平成３０年４月に中核市へ移行す

ることを公表し、平成２６年１０月に「中核本移行基本方針書」を策定してい

ます。この基本方針書の中で、平成２７年度に川口市保健所（以下「本市保健

所」という。）の設置に向けた具体的な「川口市保健所設置基本計画」を策定す

るものとされています。 

本市保健所は、今まで埼玉県保健所が行っていた業務を実施することになり

ます。 

本基本計画（案）では、本市保健所の設置にあたり基本方針として、「地域保

健の拠点」、「健康危機管理の拠点」、「生活衛生の拠点」の３点を定めています。 

また、運営体制について、効率的かつ効果的な組織編制を行い、相談体制、

健康危機管理体制、各種検査体制、情報提供体制を検討していくこととしてい

ます。施設の整備については、既存施設の改修を前提に、市保健所の窓口とな

る施設、検査施設、犬猫の収容施設等を検討していくこととしています。 

さらに、職員の採用と育成については、計画的に職員を採用していくととも

に、必要な知識等の習得のため埼玉県等に研修派遣を実施し、職員の育成を図

っていくこととしています。 

 

＜川口市保健所設置基本計画（案）の構成＞ 

 

○基本計画策定の趣旨  

○本市域の地域保健等の状況について 

○市保健所の業務等について 

○本市保健所の基本方針等について 

○本市保健所の運営体制等について  

○本市保健所の施設について  

○職員の確保と育成について  

○本市保健所業務システムの整備について 

○条例及び規則等の整備について  

○附属機関について  

○本市保健所設置の推進体制とスケジュール（案）について  

○将来構想について 

 



（２）今後の策定までのスケジュール 

 

・平成２７年８月下旬 市民説明会（市内 5か所） 

・平成２７年１０月 パプリックコメントにて意見の募集 

・平成２７年１１月 パブリックコメントの意見への回答 

・平成２７年１２月 最終調整を経て市民へ公表 

 


